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１．主旨 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）は、保育所等に通っていない乳幼児が

家庭と異なる経験や家族以外の人との関わりが得られるよう、保育施設等で過ごせる環境を

提供する新たな制度であり、子ども・子育て支援法等の改正によって令和８年４月１日から

給付制度として全国自治体で本格実施されることとなっています。 

本市では、令和７年７月から渚西臨時保育室で試行実施を行っており、その実施状況を

踏まえ、ニーズを算出し、来年度以降の対応に取り組むものです。 

 なお、本格実施にあたりましては、ニーズ等を「子ども・子育て支援事業計画」（子ども・若

者総合計画）に位置づけるか、代用の計画を作成することとされており、現時点におけるニー

ズ推計については流動的で不確実なものであることから、当面、代用計画で対応していく予定

です。 
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２．試行実施の状況 

◆ 実施場所 

市立渚西臨時保育室 

◆ 利用時間・利用方法 

・週１回の定期利用（月 10 時間上限） 

・１期３か月単位 

第１期：令和７年７月～９月 

第２期：令和７年 10 月～12 月 

 

 

 

 

 

    項目 

区分 

月 火 水 木 金 合計 

０歳児 0 歳児 ２歳児 1 歳児 １歳児 全歳児 

午前 ( 9:30-12:00) 6 6 12 10 10 44 

午後 (13:30-16:00) 6 6  10 10 32 

合計 12 12  20 20 76 

北部 

中部 

東部 
南部 

（単位：枠） 
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３．申込状況 

◆ 概況 

  
申込人数（１期＋２期） 平均申込人数 

0 歳児 １歳児 2 歳児 小計 0 歳児 １歳児 2 歳児 小計 

定員（枠） 48 80 24 152 24 40 12 76 

申込者数（人） 67 56 16 139 33.5 28 8 69.5 

申込率（％） 139.6 70.0 66.7 91.4 139.6 70.0 66.7 91.4 

    

◆ 居住エリア分布 

区分 0 歳児 １歳児 2 歳児 小計 

北部 申込者数（人） 6 7.5 2 15.5 

中部 申込者数（人） 13 7.5 4 24.5 

南部 申込者数（人） 10.5 12 2 24.5 

東部 申込者数（人） 4 1 0 5 

全域 
定員（枠） 24 40 12 76 

申込者数（人） 33.5 28 8 69.5 
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◆中部エリア居住世帯の申込状況 

区分 0 歳児 １歳児 2 歳児 小計 

中部 

対象児童数（人） 154 255 259 668 

申込者数（人） 13 7.5 4 24.5 

実申込率  （％） 8.44 2.94 1.54 3.67 

４．ニーズ推計（上記中部エリアにおける実申込率をもとに推計しています。） 
区分 0 歳児 １歳児 2 歳児 小計 

北部 

対象児童数  （人） 123  184  223  530  

申込者数    （人） 10.4  5.4  3.4  19.2  

必要受入時間数（ｈ） 104  54  34  192  

中部 
対象児童数  （人） 154  255  259  668  

申込者数    （人） 13.0  7.5  4.0  24.5  

必要受入時間数（ｈ） 130  75  40  245  

南部 
対象児童数  （人） 208  396  342  946  

申込者数    （人） 17.6  11.6  5.3  34.5  

必要受入時間数（ｈ） 176  116  53  345  

東部 

対象児童数  （人） 99  181  215  495  

申込者数    （人） 8.4  5.3  3.3  17.0  

必要受入時間数（ｈ） 84  53  33  170  

全域 

対象児童数  （人） 584  1,016  1,039  2,639  

申込者数    （人） 49.3  29.9  16.0  95.2  

必要受入時間数（ｈ） 493  299  160  952 
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５．今後の方向性 

今回の試行実施では、実施場所から遠方の他エリアからの利用も認められ、952 時間を

基礎として、エリアや歳児、こども誰でも通園制度の実施主旨などを踏まえ、確保する量につい

て、関係課と庁内協議に取り組みます。 

そのうえで、庁内委員会、子ども・子育て専門分科会に諮りながら、実施体制を確保して

まいります。 
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